
奈
留

秋
山

串
間

北
方

大
平

一
氏

西
方

奴久見

至酒谷 

至日南

高
松

南
方 本

城

鬢垂島 

崎田

永田

志布志湾

都
井

大
納

宮ノ浦

恋ヶ浦 

下石波 

上石波 市木

幸
島 

鳥
島

築
島

銅
島 

ひゅうがおおつか 

ひゅうがきたかた 

ふ
く
し
ま
い
ま
ま
ち 

ふ
く
し
ま
た
か
ま
つ 

くしま 

❾

❼

❽

❻
❺

⓮
❿
❹

❶
⓯

❸
❷

⓫
⓬

⓭

串
間
市
の
河
川
の
状
況

　

市
で
は
、
市
内
15
カ
所
で
河

川
の
水
質
を
測
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
７
年
度
か
ら
24
年
度
ま

で
の
主
な
年
度
の
Ｂ
Ｏ
Ｄ
（
生
物

化
学
的
酸
素
要
求
量
：
微
生
物

が
水
中
の
有
機
物
を
分
解
す
る

と
き
に
消
費
す
る
酸
素
量
と
さ

れ
、
こ
の
値
が
大
き
い
ほ
ど
水
が

汚
れ
て
い
る
）
を
グ
ラ
フ
で
紹
介

し
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
の
数
値
で
は
天

神
川
が
Ｂ
Ｏ
Ｄ
２
．４
㎎
／
ℓ
と
、

環
境
基
準
値
（
２
㎎
／
ℓ
）
を

上
回
っ
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
箇

所
で
は
年
々
水
質
は
改
善
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の

「
意
識
の
変
化
」
の
表
れ
だ
と
思

い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
生
活
排
水
は
十
分

に
処
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
生
活
排
水

の
処
理
が
水
質
保
全
の
要
と
な

り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　

美
し
い
川
を
守
る
た
め
に
わ

た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
汚

れ
た
生
活
排
水
を
川
に
流
さ
な

い
こ
と
で
す
。

　

く
み
取
り
処
理
や
単
独
浄
化

槽
処
理
か
ら
合
併
浄
化
槽
処
理

へ
の
切
り
替
え
、
ま
た
は
公
共
下

水
道
・
農
集
落
排
水
へ
の
接
続
に

よ
っ
て
排
水
の
汚
れ
を
８
割
以
上

カ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
油
を
流
さ
な
い
た
め

に
皿
や
フ
ラ
イ
パ
ン
の
油
は
紙
で

ふ
き
取
っ
た
り
、
米
の
と
ぎ
汁
を

庭
の
花
に
か
け
る
と
い
っ
た
工
夫

を
す
る
こ
と
が
河
川
の
浄
化
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
市
民
生
活

課
環
境
保
全
係
☎
内
線
２
５
２

美
し
い
川
を
守
り
継
ご
う

■
市
内
15
カ
所
に
あ
る
河
川
の
水
質
検
査
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
身
近
な
河
川
の
状
況
を
知
り
、
わ
た
し
た
ち
の
手
で
美
し
い
川
を
守
り
継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

■
こ
れ
ま
で
市
の
窓
口
や
金
融
機
関
な
ど
で
し
か
納
付
で
き
な
か
っ
た
市
税
な
ど
が
、

　
４
月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

市 政 ニ ュ ー ス市 政 ニ ュ ー ス
　

４
月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
（
以
下
、
コ
ン
ビ
ニ
）
で
、

市
税
な
ど
の
納
付
が
可
能
に
な

り
ま
す
。
納
付
書
に
記
載
し
て

あ
る
コ
ン
ビ
ニ
で
あ
れ
ば
ど
こ

で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
休
日
や
夜
間
で
も
納

付
で
き
、
手
数
料
も
か
か
り
ま

せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
納
め
ら
れ
る
市
税
な
ど

　

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収

分
）、
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収

分
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
普
通
徴
収
分
）、
保
育
料

●
納
付
書
が
変
わ
り
ま
す

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
開
始
に
伴

い
、
納
付
書
は
１
枚
ご
と
の
単

票
（
つ
づ
ら
れ
て
い
な
い
）
に

な
り
ま
す
。
納
付
の
際
は
記
載

さ
れ
て
い
る
納
期
限
を
よ
く
確

か
め
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊�

コ
ン
ビ
ニ
で
使
用
で
き
な
い

納
付
書

・�

納
付
書
１
枚
あ
た
り
の
金
額

が
30
万
円
を
超
え
る
も
の

・�

金
額
を
訂
正
し
た
も
の

・�

バ
ー
コ
ー
ド
の
印
字
が
な
い
も

の
・
取
扱
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

・�

破
損
、
汚
損
な
ど
に
よ
り
バ
ー

コ
ー
ド
が
読
み
取
れ
な
い
も
の

・�

ミ
シ
ン
目
を
切
り
離
し
て
し

ま
っ
た
も
の

●�

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）

窓
口
か
ら
の
納
付

　

九
州
内
（
沖
縄
を
除
く
）
の

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
窓
口
で
納
付
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
納
期
限
を

過
ぎ
た
も
の
は
お
取
り
扱
い
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の

利
用
も
で
き
な
い
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
に
関
す
る
詳

細
な
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
は
便
利

で
確
実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
一
度
手
続
き
す
る

コ
ン
ビ
ニ
収
納
が
始
ま
り
ま
す

だ
け
で
、
自
動
的
に
納
期
限
日

に
ご
指
定
口
座
か
ら
市
税
な
ど

が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。
納
付

に
出
か
け
る
手
間
が
省
け
、
納

め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
込
方
法

　

希
望
す
る
金
融
機
関
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
ま
た
は
串
間
市
役
所

税
務
課
へ
預
金
通
帳
と
通
帳
に

使
用
し
て
い
る
印
か
ん
を
持
参

し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●�

口
座
振
替
を
利
用
で
き
る

金
融
機
関
＝
宮
崎
銀
行
、
宮

崎
太
陽
銀
行
、
南
郷
信
用
金

庫
、
宮
崎
県
南
部
信
用
組

合
、
大
束
農
業
協
同
組
合
、

は
ま
ゆ
う
農
業
協
同
組
合
、

串
間
市
漁
業
協
同
組
合
、
串

間
市
東
漁
業
協
同
組
合
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課
管

　

理
係
☎
内
線
２
１
６・２
１
７
、

　

収
納
係
☎
内
線
２
１
４

納
付
書
（
サ
ン
プ
ル
）

・エブリワン
・�MMK（マルチメディ
アキオスク）設置店
・くらしハウス
・ココストア
・コミュニティ・ストア
・サークルK

・サンクス
・スパー北海道
・スリーエイト
・スリーエフ
・生活彩家
・セーブオン
・セイコーマート

・セブン-イレブン
・タイエー
・デイリーヤマザキ
・ハセガワストワ
・ファミリーマート
・ポプラ
・ミニストップ

・�ヤマザキスペシャル・
パートナーショップ
・�ヤマザキデイリース
トア
・ローソン

●納付できるコンビニエンスストア
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（mg/l）
❶善田川合流点 ❻中鶴橋 ⓫宮ノ前橋

❷本城川城泉坊 ❼一氏橋 ⓬宮ノ浦橋

❸下弓田海域 ❽石木田橋 ⓭八ヶ谷橋

❹蔵元橋 ❾平原橋 ⓮松清橋

❺屋治橋 ❿第一鍛治屋橋 ⓯西方橋

※環境基準（県が目標と定める水質基準と水域）
◆福島川上流（AA 類型）—赤池滝より上流。BOD1mg/ℓ以下。
◆�福島川下流（A類型）—赤池滝より下流。福島川に流入する初田川、善田川及び西方川を含む。
BOD2mg/ℓ以下。①④⑥⑦⑩⑭⑮
◆大平川上流（AA 類型）—末広橋より上流。BOD1mg/ℓ以下。
◆�大平川下流（A類型）—末広橋より福島川合流点まで。大平川下流に流入する奈留川及び秋
山川を含む。BOD2mg/ℓ以下。⑤⑧⑨
◆串間地先海域（海域 A）—下弓田海域付近。COD2mg/ℓ以下。③
◆②⑪⑫⑬については、目安として（A類型）の基準を表示。
◆③下弓田海域のみ COD（化学的酸素要求量）で表示。

グラフは基準値（BOD2mg/ℓ）を表示するため、調査地点によってはグ
ラフの線の推移がわかりにくいものもあります。縦軸はBOD、横軸は年度
です。※但し、③下弓田の縦軸はCODになります。


